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【開催日】 令和７年１２月４日（木） 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前１１時１３分～午後１時５７分 

【出席委員】 

分科会長 恒 松 恵 子 副分科会長 中 島 好 人 

委員 穐 本 真 一 委員 武 野 裕 司 

委員 中 村 博 行 委員 福 田 勝 政 

委員 矢 田 松 夫   
 

【欠席委員】 なし 

【委員外出席議員等】 

議長 髙 松 秀 樹 副議長 大 井 淳一朗 
 

【執行部出席者】 

総務部次長兼人事課長 古 屋 憲太郎 人事課主幹 福 田 智 之 

人事課人事係長 藤 井 貴 大 人事課給与係長 長 村 知 明 

経済部長 高 橋 雅 彦 経済部次長兼商工労働課長 工 藤   歩 

商工労働課主幹 中 村 扶実子 商工労働課商工労働係長 蕎麦谷   渉 

農林水産課長 平   健太郎 農林水産課課長補佐 本 多 享 平 

農林水産課農林係長 伊 勢 克 敏 農林水産課耕地係長 河 内 和 雅 

農林水産課水産係主任技師 三 隅 大 輝 建設部長 井 上 岳 宏 

建設部次長兼下水道課長 中 村 景 二 土木課長 大 和 毅 司 

土木課課長補佐兼河川港湾係長 金 田   健 土木課管理係長 重 村 亮太郎 

下水道課管理係長 原 田 尚 枝 都市計画課長 熊 川   整 

都市計画課課長補佐兼計画係長 立 野 健一郎 都市計画課管理緑地係長 村 上 陽 子 
 

【事務局出席者】 

局長 石 田   隆 議事係書記 末 岡 直 樹 
 

【審査内容】 

１ 議案第８８号 令和７年度山陽小野田市一般会計補正予算（第７回）につ 

いて 
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午前１１時１３分 開会 

 

恒松恵子分科会長 ただいまより、一般会計予算決算常任委員会産業建設分科

会を開会いたします。審査日程はお手元に示してあるとおりです。審査

内容１、議案第８８号令和７年度山陽小野田市一般会計補正予算（第７

回）について、審査番号１、人事課所管部分について執行部の説明を求

めます。 

 

福田人事課主幹 それでは、議案第８８号令和７年山陽小野田市一般会計補正

予算（第７回）について、人事課より御説明をさせていただきます。こ

のたびの補正の主なものといたしましては、人事院勧告や人事異動等に

基づく人件費の補正となります。人件費については、歳入歳出それぞれ

２億５，８６９万５，０００円を追加するものとなっております。まず、

人事院勧告の内容について御説明をさせていただきますので、お配りし

ております参考資料の１ページ目を御覧ください。①ですが、民間給与

の水準が公務員を上回ったことから、その格差を解消するため、給料月

額の引上げを行います。平均で３．３％の増額改定となり、引上げ額は

８，３００円から１万２，４００円になります。なお、高卒の初任給で

言えば１万２，２００円の増額となっています。②の期末勤勉手当につ

いては支給率を０．０５月分引き上げ、年間の支給月数を４．６月から

４．６５月とするものです。これらの改正は令和７年４月１日から適用

することとしています。なお、令和８年度の期末勤勉手当は６月と１２

月で率が均等となるように改正をいたします。次に特別職ですが、期末

手当の支給月数を年間４．６月から０．０５月引き上げ、４．６５月と

するものです。次に補正の内容について御説明いたします。２ページか

らは款ごとの人件費の補正額を記載していますが、一般会計全体として

説明させていただきます。５ページの一番下、一般会計の総計を御覧く

ださい。補正の内容を人事院勧告と人事異動に分けて記載しています。

人事院勧告の影響分については、給料改定と賞与の率が上がったことに
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よるもので、全体で１億５，８１０万３，０００円の増額となります。

人事異動については、全体で１億５９万２，０００円の増額となります。

人件費全体では一般会計で２億５，８６９万５，０００円を増額し、補

正後の額を４７億３，９２０万９，０００円とするものです。費目ごと

の補正額の内訳は、１節報酬については、パートタイムの会計年度任用

職員の報酬改定や人事異動分で、３，１０９万５，０００円を増額して

います。２節給料については、正規職員等の給料改定及び人事異動分で

１，３９７万６，０００円を増額しています。３節職員手当等について

は、人事院勧告に伴う賞与の率の改定に加えて、自己都合や勧奨による

退職者の増により退職手当を約１億７,０００万円増額したこと等に伴

い、２億３６万６，０００円の増額となります。次に４節共済費につい

ては、給料改定及び人事異動に伴う保険料事業主負担分１，３０２万円

の増額になります。８節旅費については、パートタイムの会計年度任用

職員の通勤手当で決算を見込んだ調整により２９万５，０００円を増額

しています。１８節職員福祉費については、決算を見込んだ調整により

５万７，０００円を減額しています。説明は以上となります。御審査の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

恒松恵子分科会長 ただいま執行部の説明が終わりました。ここで委員からの

質疑を求めたいと思います。 

 

矢田松夫委員 今回の人事院勧告による引上げなんですが、この引上げ額って

いうのは、他市に比べて高いのか低いのか。他市というのは、近隣でい

いですが、宇部市、下関市に比べてどうなのか。 

 

福田人事課主幹 本市の給料関係は、国の人事院勧告に基づいておりますので、

近隣の市でも人事院勧告に基づいて給料改定をされているところがほと

んどであると。一部山口県の人事院勧告に基づいて給料等を決められて

おるところもありますけれども、国の人事院勧告に基づかれているとこ

ろとは全く同じというような形になっております。 
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恒松恵子分科会長 そのほか、質疑はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは審査番号１を終わります。職員入替えのため、暫時休憩といた

します。 

 

午前１１時１９分 休憩 

 

午前１１時２４分 再開 

 

恒松恵子分科会長 休憩前に引き続き、一般会計予算決算常任委員会産業建設

分科会を再開いたします。審査番号２、経済部所管部分について、執行

部の説明を求めます。 

 

工藤経済部次長兼商工労働課長 令和７年度山陽小野田市一般会計補正予算

（第７回）、商工労働課分について御説明いたします。このたびの補正

は、利息の上昇に伴う各基金積立金の増額分を計上するものです。補正

予算書２２、２３ページを御覧ください。２款総務費、１項総務管理費、

８目財産管理費、２４節積立金のうち、労働施設積立基金積立金２万２，

０００円、新幹線厚狭駅整備基金２万円、新山野井工業団地かんがい揚

水施設維持管理基金積立金１万３，０００円は、利率の上昇に伴い各基

金の利息が増額となったため、各積立金の増額分を計上するものです。

特定財源として、基金運用収入を計上しておりますので、歳入予算のほ

うで説明いたします。補正予算書１４、１５ページを御覧ください。１

７款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金、１節利子及び

配当金基金運用収入８２６万７，０００円のうち、商工労働課分は、労

働施設積立基金、新幹線厚狭駅整備基金、新山野井工業団地かんがい揚

水施設維持管理基金の利息の合計５万５，０００円となります。説明は

以上です。御審査のほどよろしくお願いいたします。 

 

平農林水産課長 それでは、一般会計補正予算（第７回）、農林水産課分につ
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いて歳出から御説明いたします。補正予算書２２、２３ページをお開き

ください。２款総務費、１項総務管理費、８目財産管理費、２４節積立

金２億４，８９８万１，０００円の増額のうち、中ほどの津布田一丁田

地区かんがい排水施設維持管理運営基金積立金３万４，０００円、一番

下の森林環境整備基金積立金１万３，０００円についてでございます。

増額の理由につきましては、当初の見込みより利率が上昇したことによ

るものでございます。続きまして、補正予算書５４、５５ページをお開

きください。６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費、１８節

負担金、補助及び交付金７６万５，０００円の増額についてでございま

す。増額の理由につきましては、県の事業である地域農業資源リノベー

ション事業に取り組むことによるものでございますが、事業の内容につ

きましては、資料の１ページを御覧ください。地域農業資源リノベーシ

ョン事業は、遊休資産を利活用するとともに、営農規模を拡大する際の

機械及び施設の整備に対して支援することで、新規就農者等の担い手の

育成・確保を促進することを目的とし、補助率は３分の１でございます。

このたびの補正は、新規就農者１名と認定農業者１名が規模拡大のため

パイプハウスの改修及び乗用管理機を導入するその費用について補助す

るものでございます。続きまして、６款農林水産業費、１項農業費、４

目農地総務費、１８節負担金、補助及び交付金１５０万円の増額につい

てでございます。ページは５７ページとなります。増額の理由につきま

しては、当初予定していた修繕費を超える故障があり、緊急で対応した

ため、光熱水費分として予定していた予算が不足する見込みとなるため

でございます。続きまして、歳入について御説明いたします。補正予算

書１４、１５ページをお開きください。１６款県支出金、２項県補助金、

４目農林水産業費県補助金、１節農業費県補助金７６万５，０００円の

増額は地域農業資源リノベーション事業に取り組むことによるものであ

り、１７款財産収入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金、１節利

子及び配当金８２６万７，０００円の増額のうち４万７，０００円につ

きましては、津布田一丁田地区かんがい排水施設維持管理運営基金及び

森林環境整備基金の利率が、当初の見込みより上昇したことによるもの
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でございます。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

恒松恵子分科会長 ただいま執行部の説明が終わりました。初めに、商工労働

課所管部分のうち、２２、２３ページから質疑を求めます。（「なし」

と呼ぶ者あり）続きまして、歳入の１４、１５ページ、商工労働課部分

について。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、商工労働課についての

質疑を終わります。続きまして、農林水産課の所管部分の初めに、２２、

２３ページ。 

 

中島好人副分科会長 ２３ページの最後にありますけども、森林環境整備基金

の、基金ですから積み立てるわけです。額は１万３，０００円と少ない

ですけども、全体として基金の総額は幾らになりますか。 

 

伊勢農林水産課農林係長 森林環境整備基金の予算上の残高は１，０６３万７

６円になります。 

 

恒松恵子分科会長 ２２、２３ページはよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者

あり）続きまして、５４、５５ページから質疑を求めます。先ほど資料

も御提示いただきましたので、資料も併せて質疑をお願いします。 

 

中島好人副分科会長 このたび、地域周辺のリノベーション事業補助金が７６

万５，０００円。先ほど県も補助してという話がありましたけども、具

体的に資料がありますので、資料の説明等も併せて、この事業の内容に

ついて説明していただければと思います。 

 

伊勢農林水産課農林係長 資料を御覧いただければと思います。先ほども少し

御説明させていただきましたけれども、遊休資産、離農によって使われ

なくなった機械などを利活用することを目的とされている点と、それを

活用して営農規模を拡大する際の機械や施設の整備に対して支援をする
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といった県の事業になっております。事業の内容といたしましては、そ

ういった農業用施設の改修の経費とか、農業用機械の修繕の経費とか、

これらを補助していくといったものになっております。対象者はこのた

びは認定新規就農者の方が１名と、認定農業者の法人の方が１件という

ことになっております。県の補助率が３分の１でございまして、市のほ

うも補助を受けて、補助を決定したものに対して補助金を交付するとい

ったものになっております。 

 

矢田松夫委員 それぞれ認定新規就農者と認定農業者の年齢は何歳ですか。 

 

伊勢農林水産課農林係長 認定新規就農者の方は、４０代の方になりますが、

認定農業者については、法人になりますので、年齢はないということに

なります。 

 

矢田松夫委員 中古物件だけど、これはいつまでに購入するんですかね。 

 

伊勢農林水産課農林係長 県の交付決定を受けてから、購入を進めていくとい

うことになりますので、今年度中には納品がされるというものになりま

す。 

 

矢田松夫委員 計画書をまずつくって、その次に、報告書は、もう同時につく

るんですかね。計画書と報告書はどうなってるんですかね。 

 

伊勢農林水産課農林係長 事前に営農拡大する計画書を提出していただきまし

て、その内容を市のほうでも把握をさせていただきます。それから県の

ヒアリングを市のほうが受けるという流れになっておりまして、最終的

に事業が完了した後に報告書は出していただく流れになります。 

 

中村博行委員 法人のほうの乗用管理機というのは、リノベーションだから先

ほど言われたように中古品ですよね。どうもパイプハウス改修が中古の
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イメージが湧かないんですよ。具体的にどういうものなのか説明をお願

いします。 

 

伊勢農林水産課農林係長 こちらのパイプハウス自体は現在使われていない状

態のものになりまして、現在の所有者の方から、認定新規就農者の方に

所有権を移す手続を取られまして、ビニールの張り替えなど、使える形

に改修を進めていくといった流れになります。 

 

中村博行委員 それと新規就農者の範囲よね。結構新規就農者も、新規に始め

られるのか、もう始められてある程度、二、三か月たってこういうとこ

ろというものがあろうかと思うんですけど、その新規就農者の定義的な

ものがあれば、教えてほしいです。 

 

伊勢農林水産課農林係長 このたびの補助金の交付を予定している方について

は、令和７年４月、今年度から営農開始される方になります。認定新規

就農者という定義なんですけれども、市の青年等就農計画認定審査会で、

５年後の年間農業所得の見込みが１７５万円、年間労働時間２，０００

時間を目指す方が認定を受けられ認定新規就農者になられます。 

 

矢田松夫委員 リノベーション事業の中で、パイプハウスの改修はビニールの

取り替えと回答されました。この事業の中で中古農業施設の改修に係る

経費があり、その中に既存の施設の代替として修繕するものではないこ

ととありますが、これは修繕するものになるんじゃないかね。 

 

恒松恵子分科会長 修繕するものに当たるかという質疑でございます。 

 

伊勢農林水産課農林係長 既存の施設の修繕というところが、自己所有のもの

を修繕するといったものは、この制度の対象にはならないということに

なっておりますので、遊休化している施設や機械について、出し手から

受け手へ所有権を移転した上で、改修をして営農される流れについては
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この補助の対象になろうかと思います。 

 

矢田松夫委員 それからもう一つ、耐用年数が２年未満であることってなって

ますが、これは、今回のビニールハウスに対応するんですかね。 

 

伊勢農林水産課農林係長 県の補助の要件として、委員がおっしゃられるよう

に、耐用年数が２年未満のものという記載がございますので、そのよう

なものだと認識しております。 

 

恒松恵子分科会長 そのほか、質疑はありませんか。（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、ここで暫時休憩いたします。 

 

午前１１時４５分 休憩 

 

午後１時３８分 再開 

 

恒松恵子分科会長 それでは休憩前に引き続き、一般会計予算決算常任委員会

産業建設分科会を再開いたします。審査内容、議案第８８号令和７年度

山陽小野田市一般会計補正予算（第７回）について、審査番号３、建設

部所管について、執行部の説明を求めます。 

 

大和土木課長 それでは、議案第８８号令和７年度山陽小野田市一般会計補正

予算（第７回）について、土木課分を御説明いたします。先に歳出分を

説明し、その後に、歳入分と地方債について御説明させていただきます。

では、補正予算書６２、６３ページをお開きください。８款土木費、１

項土木管理費、１目土木総務費、１８節負担金、補助及び交付金の補正

予算についてです。県事業負担金の補正になりますが、これは、現在、

山口県において実施していただいています、波瀬の崎地区の万福寺の背

面にある急傾斜地崩壊危険区域において防止施設を築造する事業に係る

負担金です。このたび、事業の進捗を図るため、県から事業費の補正の
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通知があり、当初予算では不足することから、５０万円の増額補正をす

るものです。続きまして、８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路

橋りょう総務費、１８節負担金、補助及び交付金の補正予算です。６５

ページを御覧ください。こちらは、小規模土木事業助成金に対する補正

になります。別添の参考資料、令和７年度小規模土木事業助成金補正予

算も併せて御覧ください。小規模土木事業とは、自治会が事業主体とな

って実施する、生活に密接した公共性の高い道路や水路及び安全施設の

整備について、市が事業費の一部を補助する事業です。今年度につきま

しては、令和６年度までに受付した待機分と、今年度に受付をしたもの

のうち道路反射鏡などの安全施設や緊急対応を要するものについて、事

業を執行しているところです。参考資料を御覧ください。こちらは、１

０月末時点の状況をまとめた表になります。１の実施状況ですが、１０

月末時点で執行した件数は、過年度申請分が２１件、今年度申請分の緊

急事業が７件、安全施設が６件の、合計３４件となっています。助成額

については、３の予算執行状況に示していますが、当初予算の２，２０

０万円に対して、１，９９２万６，０００円を交付しており、既に９０％

を執行済みの状況となっています。今後の実施予定として、過年度申請

分の残りと緊急事業と安全施設の申請分を見込んだところ、９３０万４，

０００円となり、予算の不足が生じることから、不足する７２３万円を

増額補正するものです。続きまして、６４、６５ページの一番下の欄に

なります。８款土木費、３項河川費、２目砂防費、１８節負担金、補助

及び交付金の補正予算です。県事業負担金の補正になりますが、これは、

現在、山口県において実施していただいています、湯ノ峠駅の北側に位

置する渓流の砂防設備を整備する事業に係る負担金です。このたび、事

業の進捗を図るため、県から事業費の補正の通知があり、当初予算では

不足することから、１１０万円の増額補正をするものです。歳出分につ

いては以上です。続いて、歳入分について御説明いたします。補正予算

書の１２、１３ページをお開きください。１３款分担金及び負担金、１

項分担金、１目土木費分担金、１節土木管理費分担金についてです。こ

れは、歳出の最初に説明させていただきました、波瀬の崎地区の急傾斜
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地崩壊対策事業に伴う受益者負担金であり、歳出で御説明しました、増

額補正の５０万円の２分の１であります、２５万円を地元分担金として

増額補正するものです。この地元分担金の額につきましては、山陽小野

田市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例に基づいたものとなっており

ます。続きまして、地方債の補正について御説明いたします。１８、１

９ページをお開きください。２２款市債、１項市債、６目土木債、１節

土木管理債の２０万円の増額は、波瀬の崎地区の急傾斜地崩壊対策事業

に係る急傾斜地崩壊対策事業債となります。その下の欄の３節河川債１

１０万円の増額は、湯ノ峠地区の砂防設備整備事業に係る治水対策事業

債となります。説明は以上です。 

 

熊川都市計画課長 続きまして、都市計画分の補正について御説明いたします

ので、補正予算書２２、２３ページをお開きください。２款総務費、１

項総務管理費、８目財産管理費、２４節積立金江汐公園施設整備基金積

立金５万５，０００円の増額は金融機関の預金利率上昇に伴う基金利子

の増額によるものです。次に、６６、６７ページをお開きください。８

款土木費、５項都市計画費、１目都市計画総務費、１８節負担金、補助

及び交付金の公共下水道事業負担金１０９万６，０００円、公共下水道

事業補助金２９万円の増額、下の２３節投資及び出資金の公共下水道事

業出資金１０８万４，０００円の減額につきましては、下水道事業にお

ける人事異動及び人事院勧告による人件費の調整に伴うものです。次に、

債務負担行為の補正について説明しますので、補正予算書７ページをお

開きください。江汐公園指定管理者委託料につきましては、令和８年度

から令和１２年度までの５年間の限度額で１億８，１６７万１，０００

円としております。次に、歳入について御説明いたします。１４、１５

ページをお開きください。一番下のところになりますが、１７款財産収

入、１項財産運用収入、２目利子及び配当金、１節利子及び配当金の基

金運用収入８２６万７，０００円のうち５万５，０００円が都市計画課

所管分となりますが、これは金融機関の預金利率上昇に伴う基金利子の

増額に伴うものです。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いい
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たします。 

 

恒松恵子分科会長 執行部の説明が終わりました。土木課分から、説明順にペ

ージを追って質疑を求めます。歳出６２、６３ページから質疑はありま

すか。（「なし」と呼ぶ者あり）次に６４、６５ページ。（「なし」と

呼ぶ者あり）次に歳入１２、１３ページ。（「なし」と呼ぶ者あり）次

に１８、１９ページの土木債、併せて小規模土木の資料のほうからも質

疑を求めます。本会議でも質疑がありましたが、小規模土木で緊急を要

するものは具体的にどのような設備と工事があるか教えてください。 

 

重村土木課管理係長 例えば、道路が陥没して通行に支障が出たりとか、水路

の側壁が崩落したりして、生活に影響を及ぼすようなものです。 

 

恒松恵子分科会長 そのほか、資料も含めて、土木課関係は皆さんよろしいで

すか。 

 

中村博行委員 確認の意味でお聞きします。小規模土木の資料から、一番下の

表で、最終的に待機件数が今年度末で２６件残ると。こちらは、翌年度、

令和８年度には処理されるということでよろしいでしょうか。 

 

井上建設部長 令和８年度予算分は要求をしている段階で、それがどうなるか

というのはまだ言えないところです。担当部としましては、翌年度でき

るよう要求はしておりますが、まだ来年の予算の成立にはなってません

ので、その辺はまだ正確にできます、やりますとはお答えできないとこ

ろは御了承いただけたらと思います。 

 

矢田松夫委員 辞退、取下げ、保留を待機件数に入れるということは、辞退、

取下げはもう要らないんだから保留が何件ですかね。保留を③の中に入

れると解釈していいんですかね。 
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重村土木課管理係長 保留分、取下げ分は待機の中には含めておりません。 

 

矢田松夫委員 だから、保留は何件ですか。入れてないなら保留が９件でしょ

う。どういうふうに計算するんですか。 

 

重村土木課管理係長 保留というのが、いつできるか分からない状態です。で

きるようになったら、待機件数というか申請件数に含めるようにしたほ

うがいいと思ってます。 

 

中村博行委員 これも確認です。今の保留は申請者側の都合ということでよろ

しいですか。 

 

重村土木課管理係長 そのとおりです。 

 

恒松恵子分科会長 そのほか、質疑はよろしいですか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）土木課分の質疑を終わります。次に、都市計画課の質疑に入ります。

順を追って、２２、２３ページから質疑を求めます。 

 

中島好人副分科会長 ２３ページ、先ほどの説明で、この江汐公園施設基金積

立金が５万５，０００円で額は少ないですけども、積立てですので、合

計で幾らになるのか、お尋ねしたいと思います。 

 

立野都市計画課課長補佐兼計画係長 現在令和７年度までの積立額ですが、８，

５６９万４，５３０円です。 

 

恒松恵子分科会長 そのほかはよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）で

は次に、６６、６７ページの下水の補助金。（「なし」と呼ぶ者あり）

続きまして、債務負担行為の７ページ。あと１４ページ。（「なし」と

呼ぶ者あり）それでは、そのほか、質疑はよろしいですか。（「なし」

と呼ぶ者あり）では、質疑なしと認めます。審査番号３、建設部所管に
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ついて終了いたします。以上をもちまして、一般会計予算決算常任委員

会産業建設分科会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

午後１時５７分 散会 

 

令和７年（2025 年）１２月４日 

              

  一般会計予算決算常任委員会産業建設分科会長  恒 松 恵 子   


